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はじめに

　我が国では，1970年代後半頃から，公立学校
の荒廃を背景として親の学校参加の必要性が主
張されるようになり，学校教育における親の教
育権の存在が明確にされてきた。その後，臨時
教育審議会による「開かれた学校」づくりの提
唱等を経て，学校の自主性・自律性の確立，す
なわち，学校の画一性を排して特色ある学校を
目指す政策動向が強まる中で，保護者・住民に
開かれた学校経営，すなわち，学校の意思決定
をより民主的な手続きによって行うことを促
し，保護者・住民の教育要求に応じた多様な公
立学校教育の展開を図ろうとする取り組みに高
い期待が寄せられてきた。
　しかしながら，近年にあっては，地域運営学
校（学校運営協議会）の導入などに見られるよ
うに保護者・住民がより大きな権限を持って学
校の意思決定に直接参画する機会の確保を目指
す，あるいは，学校の教育活動の一部を保護
者・住民が担うといった形での学校支援を充実
させることが強調されている。保護者・住民の
学校への関心が高く協力的であることが子ども
の発達において望ましいというのは否定される
ところではない。ただ，こうした改革が求めら
れるようになった過程において，家庭と学校と
の間における適切な役割分担の在り方や，保護
者・住民の多様な教育要求に学校・教員がいか
に応答し得るのかという点に関する議論が十分
になされてこなかったようにも思われる。保護

者がより主体的に学校に参加することそれ自体
が改革の「目的」となってしまったために，保
護者と学校との関係性が変容することで学校教
育の内容やその成果にどのような影響がもたら
されるのか，あるいは，学校参加行動を通して
表出される顕在的な教育要求のみでなく表出さ
れない潜在的な教育要求も多くあることが想定
される中で，学校はアカウンタビリティ1 をい
かに保障し得るか，といった課題にかかる議論
展開が阻まれてきたようにも考えられるのであ
る。
　そうした議論の進展に資することを期し，本
稿では，子どもの学力達成を促す上で，保護者
と学校・教員はどのような関係にあることが望
ましいのかという点について検討を試みる。ま
ず，これまでの研究において指摘されてきた保
護者による学校参加の意義について再確認し，
学校と保護者との関係性について若干の検討を
加えた上で，学校における保護者の教育要求の
受容・反映の態様を含めた教育課程の実施体制
が，学校のアカウンタビリティ―児童の学力達
成―にどのような影響をもたらしているのかと
いう点について，国際教育到達度評価学会
（IEA）が実施したTIMSS2011の公表データ
を用いて分析し，考察を行うこととする。

１．保護者の学校参加をめぐる「本人-代
理人」理論の射程

　我が国における保護者の学校参加は，1970年
代後半頃から学校教育における人権侵害などが
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問題視されるようになったことを背景として，
子どもの人権・学習権を代弁する親がより積極
的に学校教育に関与する必要性が指摘されるよ
うになったことに始まる。明治期における公教
育制度の成立以降，学校教育における国民の
「客体意識」は根強いものであったが，教師の
専門性に対する懐疑を契機とし，親の教育権を
主張する立場から，保護者・地域住民の学校教
育参加のあり方が追究されるようになったとい
うことである（岩永2000）。
　こうした学校・教員と保護者等との関係は，
民主的統制という文脈から，本人-代理人理論
によって説明できる側面を持つと言えるだろ
う。周知のとおり，本人-代理人理論とは，本来，
有権者を「本人」，政治家を「代理人」とする
関係，あるいは政治家を「本人」，官僚を「代
理人」とする関係において，「本人」の要求と「代
理人」の行動の結果の間に生じる「エージェン
シー・ギャップ」の抑制＝民主的統制の在り方
を追究した理論であり，「本人」が「代理人」
に対する監視の効率を上げるという方法，ある
いは，「代理人」への委任の程度を減らすとい
う方法等によって，エージェンシー・ギャップ
の発生を抑えることができるとされているもの
である（真淵（2010））。学校・教員と保護者
との関係については，子どもの発達・成長に第
一義的な責任を有する保護者を「本人」，保護
者の信託を受けて教育を行う学校の教員を「代
理人」と捉えることができ，保護者による学校
経営への参加は，まさにエージェンシー・
ギャップの抑制の手段と考えることができると
いうことである。
　しかし，「本人」としての保護者による学校
参加は，「代理人」である教員の活動を統制し
得るものだろうか。
　教員は「ストリート・レベルの官僚」である
と 言 わ れ る こ と が あ る。 リ プ ス キ ー
（1980=1986）は，「ストリート・レベルの官
僚」とは福祉や教育といった行政サービスの従
事者を指すが，日常の業務において市民との相

互作用により，市民の行政サービスへの期待を
把握すると同時に，市民の行政サービスに対す
る期待を統制する，つまり，市民との相互作用
の中で，行政サービスの性格や程度を決定しこ
れを供給するという役割を担うことにより，行
政サービスにかかる市民の葛藤を規制し，地域
社会のアイデンティティの形成に寄与している
という。これを学校教育にあてはめるならば，
教育政策の実践者としての教員が，学校現場に
おいて，保護者・子どもの要求に応じて教育方
法・内容を決定・実施することにより，地域に
おける多様な教育要求の調整や教育の維持・発
展に貢献するということになる。
　ただ，リプスキーの指摘によれば，市民との
相互作用の中で決定される「ストリート・レベ
ルの官僚」による専門的職務内容については，
官僚的統制による管理は馴染まないとされ，一
定程度の専門的地位を保障する職務の自律性の
下での自己管理が有効と考えられてきた。また，
市民との相互作用の結果，どのような職務を
行っているか，あるいは，市民が真に必要とす
る職務の執行を怠っていないかどうかという視
点から，相互作用の当事者である市民自身が
「ストリート・レベルの官僚」の職務を管理す
ることは困難なため，民主的な統制の機構も持
たない。つまり，「ストリート・レベルの官僚」
が市民との相互作用の中で適切なサービスを実
施する上で，職務の自律性の尊重がその要件と
なるわけであるが，このことが「ストリート・
レベルの官僚」の職務に対する統制を阻んでい
るのであり，この問題をリプスキーが“ジレン
マ”として指摘していることは周知のとおりで
ある。「本人-代理人」の関係において，「代理人」
が「ストリート・レベルの官僚」として，「本人」
との相互作用を経て必要とされる職務内容を決
定することをその専門性としている場合に，「本
人」の「代理人」に対する関与を強化させるだ
けでは，「ストリート・レベル官僚」による職務
の適切性は確保され得ないということである。
　こうした議論を踏まえると，保護者による学
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校参加は，学校・教員に対する保護者側の懐疑
を契機としてその必要性が唱えられるように
なったものではあるが，教員の「ストリート・
レベルの官僚」としての職務の特性からすれば，
実際には，教員による職務の適切性を確保する
ための手段として機能することには限界がある
と言わざるを得ないのではないだろうか。

２．保護者と学校との連携

　他方で，保護者と学校・教員との連携による
教育活動を実施することのメリットを指摘する
研究は多い。例えば，浦野（2003）においては，
学校と教員が自分たちだけで課題を抱え込むの
ではなく，保護者等との協力関係をもって対応
することで，課題をよりよく解消できるという
ことが指摘される。
　教員-保護者（あるいは児童生徒）間の連携
を活性化させることにより，学校・教員の職務
遂行をより有効なものにすることができるとい
うわけであるが，保護者と学校・教員間の連
携・協力を進めるにあたっては，一般に実践上
の課題は多い。まず，第一に，学校は保護者に
対し，学校教育にかかるすべての情報を開示で
きるわけではないということである。保護者が
得られる情報が限定される中での連携となれ
ば，保護者が担うことのできる活動にはおのず
と制約も生じ，学校・保護者との間で対等な関
係を築くことは困難となる。第二に，保護者に
よる学校への参加・協力はすべての場合におい
て得られるわけではないということである。保
護者の就労は学校参加の機会の確保の制約とな
り，また，保護者として学校教育に参加する上
で必要となる技術や能力，あるいは連携・協力
に求められる人間関係等は一朝一夕に形成され
るものではない。学校参加にあたっては，時間
的にも労力的にも保護者に大きな負担を課すこ
ととなる。
　以上を踏まえると，保護者による学校参加
は，学校・教員による適切な職務施行を担保す

る手段としても，また，学校との連携による教
育活動を行う主体としても，十分に機能するに
は課題が多いと言わざるを得ない。それでも，
学校-保護者間において，学校教育にかかる情
報の共有，あるいは協力体制の整備など，保護
者による学校参加を促進する取り組みに力を入
れる学校は多くある。こうした取り組みが，実
際に，学校教育活動の成果にどの程度の影響を
もたらしているのか，その効果を検証してみる
必要があるだろう。

３．学校による外在的な要求への応答

　ところで，そもそも，個々の子どもの学習
ニーズや保護者の教育要求を踏まえた適切な学
校教育の実施を担保するために，保護者の学校
参加を促進するというほかに手立てはないのだ
ろうか。
　Elmore（2004=2006）は，学校が学力達成
の向上という社会的要請に応じることを「外部
アカウンタビリティ」と定義し，学校が「外部
アカウンタビリティ」を果たす前提条件として，
「内部アカウンタビリティ」のシステム―学校
の組織構成員間において規範，価値，期待につ
いて調整し共有する仕組み―を有していること
が必要であると指摘している。子どもの多様な
学習ニーズに直面する個々の教員の間におい
て，規範や価値，期待について調整・共有する
仕組みは，個々の児童・保護者の教育要求を踏
まえた適切な教育活動の実施を可能とし，その
結果として，学力達成という社会的要請に応答
することができるのではないかと考えられる2。
　ただ，リプスキーの指摘する「ストリート・
レベルの官僚」の“ジレンマ”を踏まえるならば，
学校内部において自律的に機能することが求め
れられる「内部アカウンタビリティ」―教員間
での規範や価値等の調整・共有―それ自体が確
実に機能することを担保するような仕組みが必
要であろう。こうした仕組みをどのように構築
するかということが，「外部アカウンタビリ
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ティ」を保障する上で大きな課題となるものと
言えるのではないか。

４．分析

　以上，保護者による学校参加の意義と限界，
そして，学校の「外部アカウンタビリティ」を
支える「内部アカウンタビリティ」の必要性と
その課題について述べてきたが，実際のとこ
ろ，保護者の学校参加を促し，その教育要求を
受容・反映するための学校の取り組みは，学校
の「外部アカウンタビリティ」にどの程度の影
響をもたらしているのだろうか。また，学校の
「内部アカウンタビリティ」を担保するために
学校が実施し得る取り組みとして，どのような
ものが効果的であるのだろうか。ここでは，こ
れらの点に関するデータ分析を通して，さらに
検討を加えることとする。
　使用するデータは，TIMSS2011における小
学校第4学年の学校調査及び児童調査による
データである。
　まず，本稿での分析において，学校の「外部
アカウンタビリティ」―学校教育活動の成果と
して注目したいのは児童の学力である。その指
標として，TIMSS2011における小学校第4学
年児童の算数の成績を用い 3，これを被説明変
数とした線形回帰分析を行う。
　説明変数として注目したいのは，児童が通学
する学校における，保護者の学校参加を促し，
その教育要求を受容・反映するための取り組み
や，「内部アカウンタビリティ」を担保するた
めに学校が実施する取り組みの態様である。こ
れらについては，以下のような質問項目に対す
る学校長の回答をその指標とする。

（1）保護者の学校参加を促進し，その教育要
　求を受容・反映するための学校の取り組み
　まず，保護者の学校参加の促進に関しては，
学校と保護者との間での情報のやりとりや連携
体制などの在り方が問われるものと考えられ
る。また，学校が受容した保護者の教育要求を

反映することに関しては，保護者の多様な要求
について教員間で調整し共有する体制の整備状
況がこれを左右するものと思われる。そこで，
第一に，学校での児童の学習状況や学校生活に
関する情報を保護者側にどの程度説明している
か，第二に，保護者に学校教育への協力をどの
程度要請しているか，第三に，保護者側が学校
側に求めることを学校の教員間でどの程度調
整・共有できているか，といった点に着目する。
具体的な質問項目及び回答の内容は次のとおり
である。
①学校による保護者への説明
・「あなたの学校では児童の学習の進捗につい
て保護者にどのくらいの頻度で説明をしてい
ますか？」（「1.まったくしない」「2.年に1
回程度する」「3.年に2～ 3回する」「4.年に
3回以上する」の4段階による回答）
・「あなたの学校では児童の学校での生活態度
について保護者にどのくらいの頻度で説明を
していますか？」（「1.まったくしない」「2.年
に1回程度する」「3.年に2～ 3回する」「4.年
に3回以上する」の4段階による回答）
②保護者に対する学校教育への協力要請
・「あなたの学校では，個々の保護者が児童の
学校での学習を手助けできるよう，保護者へ
のサポートをどのくらいの頻度で行っていま
すか？」（「1.まったくしない」「2.年に1回
程度する」「3.年に2～ 3回する」「4.年に3
回以上する」の4段階による回答）
・「あなたの学校では，保護者に対し，学校行
事や遠足などの実施を手伝うボランティアを
どのくらいの頻度で要請していますか？」
（「1.まったくしない」「2.年に1回程度する」
「3.年に2～3回する」「4.年に3回以上する」
の4段階による回答）
③教員間での保護者の教育関心や教育要求につ
　いての調整・共有
・「あなたの学校では，児童の学習に対する保
護者の関心や要求について，教員間でどのく
らいの頻度で話し合いをしていますか？」
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（「1.まったくしない」「2.年に1回程度する」
「3.年に2～3回する」「4.年に3回以上する」
の4段階による回答）
・「あなたの学校では，学校経営に対する保護
者の関心や要求について，教員間でどのくら
いの頻度で話し合いをしていますか？」（「1.
まったくしない」「2.年に1回程度する」「3.年
に2～ 3回する」「4.年に3回以上する」の4
段階による回答）

（2）学校の「内部アカウンタビリティ」を担
　保するために学校が実施し得る取り組み
　学校の「内部アカウンタビリティ」を担保す
るために学校が実施し得る取り組みに関して
は，教員の教育実践を観察・評価するためにど
のような手立てを講じているかについての校長
の回答に着目する。具体的な質問項目及び回答
の内容は次のとおりである。
・「あなたの学校では，第4学年の教員の実践
を評価するために，調査官など学校外部者に
よる観察を行っていますか？」（「0.いいえ」
「1.はい」の2段階による回答）
・「あなたの学校では，第4学年の教員の実践
を評価するために，児童の学業成績を用いて
いますか？」（「0.いいえ」「1.はい」の2段
階による回答）
・「あなたの学校では，第4学年の教員の実践
を評価するために，同僚教員間での観察を
行っていますか？」（「0.いいえ」「1.はい」
の2段階による回答）

　さらに，上記の説明変数のほかに児童の学力
に影響をもたらしていると考えられる事項につ
いては，その影響力を考慮した分析モデルを設
計する必要がある。考えられるのは，児童の家
庭における経済的事情および学校の置かれる環
境や教員らの職務遂行能力である。書籍やコン
ピューター，学習机の有無など児童の学習を促
進することにつながるような環境が家庭内に整
備されているかどうかが児童の学力にもたらす

影響は大きいものと考えられ，また，学校にお
ける教員自身の指導能力が高く，教員の教育実
践が行われ易い環境（学校の児童数や地理的条
件）を備える学校ほど，児童の学力向上が促進
されているものと考えられるということであ
る。保護者と学校との関係性の態様や「内部ア
カウンタビリティ」を担保するための取り組み
の状況が児童の学力にもたらす影響の大きさを
推計するのであれば，その他の要因による影響
を統制した上で分析を行う必要がある。
　そこで，分析にあたっては，次の質問項目に
対する学校長及び児童の回答を統制変数として
投入する。
・次のものが自宅にあるかどうか（「0.いいえ」

「1.はい」の2段階による児童の回答）

　・コンピューター

　・児童が使う学習机

　・教科書以外の児童の書籍

　・児童の部屋

・学校規模（全校児童数）

・「あなたの学校における教員の職務遂行度に
ついてどのように評価しますか？」（「1.とて
も高い」「2.高い」「3.普通」「4.低い」「5．
とても低い」の5段階による学校長の回答）
・「あなたの学校における教員の教育課程上の
目標に対する理解についてどのように評価し
ますか？」（「1.とても高い」「2.高い」「3.普
通」「4.低い」「5．とても低い」の5段階に
よる学校長の回答）
・「あなたの学校の教員による教育課程実施の
達成度についてどのように評価しますか？」
（「1.とても高い」「2.高い」「3.普通」「4.低
い」「5．とても低い」の5段階による回答）
・学校が位置する都市の人口規模（「1. 
500,000人以上」「2. 100,001 ～ 500,000人」
「3. 50,000 ～ 100,000人」「4. 15,001人～
50,000人」「5. 3,001 ～ 15,000人」「6. 3,000
人以下」）

　表1は，以上の各変数の記述統計量である。
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表1

表2
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　線形回帰分析の結果は表2のとおりである。
まず，分析モデルのデータに対するあてはまり
に関しては，調整済みR2乗値及びF値から，
この分析モデルの説明力はそれほど高いとは言
えず，児童の学力については，この分析モデル
に組み込まれていない要素によって規定される
面が多分にあるものと考えられるが，この分析
モデル自体の妥当性については1％の有意水準
において統計的に有意と判断することができ
る。
　続いて，被説明変数である児童の学力と各説
明変数との関係性に関しては，表2に示した回
帰係数の推定結果より，学校による保護者への
説明の状況と，保護者の教育要求にかかる教員
間での議論の頻度，学校における適切な教育実
践の展開を担保するための取り組みの状況が，
児童の学力との間に比較的強い関係性を有して
いることがうかがえる。
　まず，学校が保護者に対して行う説明の頻度
に関しては，係数の値より，児童の学習状況に
関する説明を頻繁に行っている学校の児童ほど
学力達成の程度が低いことがわかる。保護者へ
の説明の頻度が1段階上がると，児童の算数の
成績が5.20ポイント下がるという推計である。
一方で，児童の生活態度に関する説明の頻度に
ついては，統計的に有意な関係性ではないもの
の，学習状況に関する説明とは逆に，説明を頻
繁に行っている学校の児童ほど学力達成の程度
が高いという推計結果となった。
　また，児童の学習にかかる保護者の要求につ
いて教員間で議論する頻度が高い学校ほど，児
童の学力達成の程度が低く，議論の頻度が1段
階上がると，児童の算数の成績が4.33ポイン
ト下がることが推計されている。学校経営にか
かる保護者の要求について教員間で議論する頻
度については，統計的に有意な関係性を観察す
ることはできなかったが，児童の学習にかかる
保護者の要求と同様に，議論の頻度が高い学校
ほど児童の学力達成の程度が低くなる傾向がう
かがえる。

　さらに，学校の「内部アカウンタビリティ」
を担保する取り組みについては，同僚教員間で
の教育実践にかかる評価を実施している学校の
児童は，実施していない学校の児童よりも，算
数の成績が3.95ポイント高いという推計と
なった。外部者による評価や児童の学業成績に
基づく評価の実施については，統計的に有意な
関係性を観察することをできなかったが，外部
者による評価が実施されている学校では実施さ
れていない学校よりも児童の学力達成の程度が
低く，また，児童の学業成績に基づく評価が実
施されている学校では実施されていない学校よ
りも児童の学力達成の程度が高い傾向にあるこ
とがわかる。
　なお，学校が保護者による学校教育への協力
をどの程度要請しているかについては，児童の
学力達成の程度との間に統計的に有意な関係性
を観察することはできなかった。

５．考察

　以上のTIMSS2011のデータ分析の結果につ
いて，その特徴をまとめ考察を行った上で，今
後の研究課題を指摘し，本稿のまとめとした
い。
　まず，学校による教育活動の実態についての
保護者への説明や協力要請の頻度と児童の学力
との関係性について。学校により保護者への説
明責任が果たされることによって，保護者に多
くの情報が伝えられ学校教育に対する理解が深
まり，保護者による児童の学習や学校の教育活
動への協力が得られ易くなる，そして，保護者
の協力が得られることで，学校の教育活動が充
実し，児童の学力達成が図られる，こうした仮
説が考えられたが，実際には，児童の学習にか
かる保護者への説明頻度が高い学校ほど，児童
の学力達成の程度が低くなっており，また，学
校が保護者に対して協力を要請することと，児
童の学力達成との間には，統計的に有意な関係
性を見出すことはできなかった。このことは何
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を意味するのか。
　従来より，保護者による学校参加の必要性が
指摘される中で論じられてきた，保護者による
学校教育への直接的・主体的な関与や協力の意
義に関する主張，すなわち，保護者が子どもの
教育を単に「学校任せ」にするのではなく，保
護者が学校において適切な教育活動が行われる
よう自らこれに関与する，あるいは学校と協力
して教育活動を行うといった学校参加が教育の
質にプラスの影響をもたらすという見解につい
て，今回の分析からは，そうした傾向をうかが
うことはできなかったということである。
　この分析結果については，児童の学力達成の
程度の低い学校では，保護者による状況理解や
協力が必要と考えて，児童の学習状況の説明
や，学校の教育活動への協力要請をより頻繁に
行っているということではないかとも想像され
るが，注目すべき点は，保護者への説明や協力
要請といったことが，直接に学校のアカウンタ
ビリティの保障に寄与しない実態があるという
ことである。保護者に期待されるのは，学校参
加を通して，学校の教育活動を支援し，学校が
担う役割を補うということではなく，子どもの
実態を知ることで，保護者として家庭における
教育の役割を改善することであると考えるなら
ば，学校が保護者への説明や協力要請を頻繁に
実施することが直接に児童の学力向上をもたら
さないとしてもそれは当然と言えるかもしれな
い。学校と保護者とが各々の役割を十分に果た
せること，この点こそが，学校のアカウンタビ
リティ保障に向けて，学校と保護者との関係性
を構築する上での重要な要素となるのではない
かということである。本稿の冒頭で述べたよう
に，学校と保護者・地域との連携が，近年にお
ける学校経営改革の大きな流れとなっている。
学校における児童の学習状況や生活態度につい
て，学校が保護者に対して説明責任を果たし，
保護者に理解を求めることは必要であるが，今
回の分析結果は，学校教育への理解や児童の学
校での状況についての把握を保護者に求めるこ

とと，保護者に学校が果たすべき役割の支援を
求めることとは異なるという点について再認識
を迫るものとも考えられるのではないか。
　次に，保護者の教育要求に関する教員間での
議論の頻度と児童の学力との関係性について。
Elmoreの指摘する「内部アカウンタビリティ」
の機能を踏まえると，保護者の教育要求につい
ても教員間で議論が重ねられ，学校において実
現すべき価値等が調整・共有されている学校ほ
ど「外部アカウンタビリティ」を果たす，すな
わち，個々の保護者の教育要求ひいては児童の
学習ニーズに応じた教育活動の実施が促進さ
れ，学力達成が図られるのではないかといった
仮説が考えられたが，実際には，保護者の教育
要求について教員間で頻繁に議論がなされてい
る学校では，そうでない学校よりも児童の学力
達成の程度が低く留まっていることが明らかと
なった。保護者の教育要求にかかる教員間での
議論の実施それ自体が，学校・教員による教育
活動のアカウンタビリティを向上させる可能性
は低いと結論せざるを得ない。保護者から寄せ
られる要求の内容や教員間での議論の方法等を
含め，保護者の教育要求にかかる教員間の議論
が学校のアカウンタビリティの向上に寄与しな
い要因について別途検討を深める必要があるだ
ろう。
　一方で，学校の「内部アカウンタビリティ」
を担保するために学校が実施し得る取り組みと
して着目した，教員の教育実践を観察・評価す
るために講じている手立てと，児童の学力との
関係性については，興味深い結果が得られたと
言える。同僚教員間で相互の教育実践について
評価をし合う体制が整備されている学校の児童
については，そうでない学校の児童よりも学力
達成の程度が高く維持されているという点であ
る。一定程度の学力達成が図られている学校で
は，教員間において個々の教育実践について相
互に評価し合うなど，指導方法の改善に向けた
取り組みを行い易いのではないかという解釈も
できるが，個々の教員が，保護者や児童の要
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求・ニーズに応じた教育実践を工夫し，これに
ついて教員の間で相互に評価し合うことが，教
員による教育実践の質を高め，児童の学力達成
の程度を向上させているとした解釈も成り立
つ。今回のデータ分析からは，いずれの解釈が
妥当であるかについて判断することは難しく，
より精緻な分析を要するが，少なくとも，学校
がアカウンタビリティを果たす上で，教員間の
相互評価の実施は重要な条件となることが確認
されたものと言える。外部者による評価や児童
の成績に基づく評価の実施と異なり，教員間の
相互評価の実施がなぜ児童の学力向上と強い関
係性を持つのかという点に加え，教員間の相互
評価の実施はどのような条件の下で可能となる
のかについての解明は，今後の研究において取
り組むべき課題と考える。
　なお，今回の分析では，学校のアカウンタビ
リティについて，TIMSS2011のデータのうち
小学校第4学年の児童の算数の成績に限定して
分析を行っている。他教科や他学年の児童の成
績をアカウンタビリティの指標とした分析にお
いても，今回の分析と同様の知見が得られるか
どうか，検証が求められるところである。また，
学校のアカウンタビリティの態様を測る指標に
ついては，児童の学業成績に限定されるもので
はない。他の指標を用いた分析モデルの設計の
可能性についても検討を重ねる必要があるだろ
う。

注
1 「アカウンタビリティ」とは，公的領域の諸
活動の有効性・適切性を問うものとして幅広
く用いられている概念である。ただ，我が国
においては，政府・行政が市民に対し，公的
領域における諸活動の実施状況を説明するこ
と，すなわち「説明責任」が重視される傾向
もあるが，沖（2000）は，1970年代のアメ
リカにおいて教育における「アカウンタビリ
ティ」とは主に「成果達成責任」として解釈

されてきたものであったことを指摘し，これ
ら二つの定義は排他的なものではなく，いず
れも重要な解釈であるとしている（沖
2000）。
2 この点，佐古（2009）は，学校が単に外在
的な要求に応じることに対して否定的な立場
を明確にしている。学校の「外在的」あるい
は「外発的」な要請として「学力向上」を取
り上げ，学校が「外発的な要請への対応に終
始」するか，それとも「児童生徒の課題を継
続的・協働的に追求」するかといった学校の
取り組み方の違いは，学校組織の教育機能の
質の違いをもたらすとし，教員の協働性と自
律性を高めることにより学力向上への取り組
みが実現されることを，ケーススタディの結
果に基づき指摘しているが，実際に保護者が
抱いている教育要求とは，佐古が想定してい
る「外在的な要請」，すなわち，単なる「学
力向上」ということよりもはるかに多様で複
雑なものであると考えられ，そうした多様で
複雑な要求を踏まえた指導方法の改善が「学
校組織の教育機能の質」に影響をもたらすよ
うにも考えられる。
3 ここでは，第4学年児童の算数の成績につい
て，5つの値によって示されているPlausible 
Valueの平均値を用いることとする。
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